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「横浜市都心臨海部再生マスタープラン（仮称）」に対する 

市民意見募集の実施結果について 

 

 横浜市では、「横浜市都心臨海部再生マスタープラン（仮称）」の策定にあたり、平成 26 年８月５日から市民意見

募集を実施しました。市民の皆さまからの、貴重なご意見、ご提案に感謝申し上げます。 

 このたび、その実施結果と、いただいたご意見等についての考え方をまとめましたので、公表いたします。 

なお、いただいたご意見等を踏まえ、引き続き「横浜市都心臨海部再生マスタープラン審議会」（以下、審議会）

で検討を進め、平成26年度中にプランとして取りまとめる予定です。 

 

１ 実施概要 

意見募集期間 平成26年８月５日（火）から９月５日（金）まで 

意見提出方法 郵送、電子メール、ファクシミリ、持参 

概要版パンフレットの

配架場所 

・区役所広報相談係、市役所市民情報センター 

・市内地区センター（79館） 

・市内図書館（18館） 

・行政サービスコーナー（13箇所） 

・駅構内PRボックス（15駅） 

・都市整備局企画課及び関係局各課 

主な周知方法 ・記者発表(7/28) 

・広報よこはま８月号 

・神奈川新聞「市民の広場」掲載（8/16） 

・市ホームページ 

 

２ 実施結果 

提出者数 261通（242名・11団体） 

 

 

提出方法 郵送208通（200名）、電子メール44通（36名及び８団体） 

ファクシミリ１通（１名）、持参８通（５名及び３団体） 

意見数 546件 

 

 

 

 

分類と意見数 

※複数の分野に関

連する意見は代

表的な項目を選

んで分類しまし

た。 

(1)計画全般 45件 

(2)施策①「都心臨海部の魅力増幅」 283件 

(3)施策②「機能連携を強化する回遊性づくり」 97件 

(4)施策③「世界に誇れる次世代の環境づくり」 33件 

(5)施策④「都心の活動を支える安全・安心づくり」 24件 

(6)施策⑤「市民参加による持続的な価値とコミュニティづくり」 22件 

(7)その他 42件 
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３ 提出されたご意見とご意見に対する考え方の取扱い 

今回公表するご意見に対する考え方は、審議会事務局として本市がまとめた考え方であり、今後、いただいたご

意見とあわせて審議会に報告し、プランへの反映を含めご議論いただきます。その後、審議会から答申をいただき、

プランとして取りまとめてまいります。 

 

４ その他 

  いただいたご意見及び考え方に記載されているページ番号は、本意見募集を実施する際に対象にした「横浜市都

心臨海部再生マスタープラン（仮称）」（第３回横浜市都心臨海部再生マスタープラン審議会時点）のページ番号と

なります。 


